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東久留米市平和事業

　すみだ郷土文化資料館よりお借りした「東京大空襲の絵」を展示します。
かつて空襲を体験された方が、当時の記憶をもとに自ら描いた東京大空襲
の絵です。
　また、市の郷土資料室が所蔵する資料「東久留米市内の戦争の痕跡」の展
示も行います。今私たちが住んでいる東京・東久留米市で、８０年近く前に
起こった戦争を知る機会となればと思います。

８ 月 １ 日㈭午前 ９ 時～午後 ７ 時８ 月 １ 日㈭午前 ９ 時～午後 ７ 時
　　 ２ 日㈮午前 ９ 時～午後 ５ 時　　 ２ 日㈮午前 ９ 時～午後 ５ 時

日時

市民プラザホール（市役所 １ 階）市民プラザホール（市役所 １ 階）会場

「平和に関する資料展」を開催します

　市では、戦争の悲惨さ、平和の尊さを訴えるため、平和に関する資料展を行います。
　展示を通して、当時の惨状を痛感し、あらためて平和について考える時として、一
人でも多くの方にご覧いただけますと幸いです。学生やお勤め帰りの方、ご家族をは
じめとする多くの市民の皆さんのお越しをお待ちしています。
� l総務課庶務担当☎０４２・４７０・７７１４

平和の尊さを
次世代へ

台風や大雨に備えましょう
　毎年、台風や集中豪雨は日本各地に甚大な被害をもたらしています。台
風や大雨が来る前に正しい知識や対策を身につけ、風水害に備えましょう。
l東久留米消防署防災安全係☎０４２・４７１・０１１９

●窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、必要に応じて補強する
●�風で飛ばされそうな物は飛ばないよう固定するか、家の中
へ格納する

●�水を確保する（断水に備えて飲料水を確保するほか、浴槽
に水を張るなどして生活用水を確保する）

●ハザードマップなどで避難場所を確認しておく
●非常用品を確認しておく

◆台風や大雨の事前対策
■東京マイ・タイムライン
　災害発生時にとるべき行動などを整理
した表をご家庭で作成できるものです。
冊子は消防署や市防災防犯課（市役所 ２
階）で配布しており、東京都防災nでも
入手できます。避難に必要な知識も得ら
れますので、ぜひご活用ください。

◆いざという時のために

東京都防災n

■ハザードマップ
　水害が想定されるエリアや避難所などを表示した地図
のことで、市区町村ごとに作成しており、市役所または
市nなどで入手できます。

市n
（ハザードマップなど）

戦没者・原爆死没者の追悼と
世界恒久平和祈念の黙とうを

　 ８⽉ ６日と ９日は広島市と⻑崎市の原爆被災の日、 ８⽉１５日
は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。亡くなられた⽅々
のご冥福をお祈りするとともに、世界の恒久平和を祈念し、市
⺠の皆さんにはそれぞれの家庭や職場などで、黙とうにご協⼒
をお願いいたします。
　また、各日、市では哀悼の意を表するため、市役所本庁舎で
半旗を掲揚いたします。
◆黙とうの時間
　 ８⽉ ６日㈫（広島市原爆被災の日）
　　午前 ８時１５分から １分間
　 ８⽉ ９日㈮（⻑崎市原爆被災の日）
　　午前１１時 ２ 分から １分間
　 ８⽉１５日㈭（戦没者を追悼し平和を祈念する日）
　　正午から １分間

「兄を見失った場所−大島電車通り（すみだ郷土文化資料館所蔵）」

今号の主な内容

No. 1354

令和6年
（2024年）

7／15 号
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金等の支給について… ２面

・夏季の節電、省エネルギーにご協力ください…… ２面

・生活困窮者自立相談支援事業をご利用ください… 5面

・デマンド型交通「くるぶー」にチャイルドシートを設置しました… ６面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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市長

至誠
　通天

てんつう

せいし

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（非課税化・均等割のみ課税化世帯給付分）・
定額減税補足給付金（調整給付）の支給について

夏季の節電、省エネルギーにご協力ください夏季の節電、省エネルギーにご協力ください

e ６ 年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
支給額 １ 世帯当たり１０万円
　　　子育て世帯については、対象児童 １人当たり ５万円を加算

　※次のいずれかに該当する給付の支給を受けている場合は対象外です。
　（ １）�５ 年度非課税世帯の追加給付分（ ７万円給付金〈ただし、家計急変

世帯を除く〉）
　（ ２）�５ 年度均等割のみ課税世帯給付分（１０万円給付金）
　（ ３）�他市区町村の（ １）または（ ２）と同趣旨の給付金

市重点支援給付金コールセンター
☎０４２・４７０・７８６３（土曜・日曜日・祝日
を除く午前 ８時半〜午後 ５時１５分）

e�６ 年度住民税が東久留米市で課税されており、定額減税しきれないと
見込まれる方
　※ ５年中の合計所得金額が１,８０５万円以下の納税義務者が対象です。

■調整給付支給額の計算例
（例）本人が妻とこども ２人を扶養している場合
　　�本人の ６ 年分推計所得税額は ７ 万 ３ 千円（Ⅰ）、 ６ 年度住民税額（所

得割）は ２万 ５千円（Ⅱ）
　　〇定額減税可能額
　　・所得税分： ３万×（本人＋扶養親族数 ３人）＝１２万円…（Ⅲ）
　　・住民税（所得割）分： １万×（本人＋扶養親族 ３人）＝ ４万円…（Ⅳ）
　①所得税分支給額
　　１２万円（Ⅲ）ー ７万 ３千円（Ⅰ）＝ ４万 ７千円
　②住民税分支給額
　　 ４万円（Ⅳ）ー ２万 ５千円（Ⅱ）＝ １万 ５千円
　　合計支給額　※ １万円単位で切り上げ
　　 ４万 ７千円＋ １万 ５千円＝ ６万 ２千円⇒ ７ 万円（支給額）

　市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支
援給付金（非課税化・均等割のみ課税化世帯給付分）」・「定額減税補足給付金（調整給付）」を支給します。現在、
支給に向けた準備をしています。支給要件や支給までのスケジュールなどについては市nで随時更新するほ
か、広報８月１日号でお知らせする予定ですので、今しばらくお待ちください。

①電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（非課税化・均等割のみ課税化世帯給付分）

②定額減税補足給付金（調整給付）

市n（定額減税
補足給付金〈調
整給付〉）

市n（非課税・
均等割のみ課税
化世帯給付分）

　省エネは我慢や無理をするのではなく、賢く効率的にエ
ネルギーを使うことです。家計にも地球にも優しいくらし
を心がけましょう。ご自身のできる範囲での節電、省エネ
へのご協力をお願いいたします。
　市nでは、家庭でのエネルギーの消費量・光熱費の見え
る化のため、「環境家計簿」や
「家庭の省エネチャレンジシ
ート（２０２４夏）」を公開してい
ます。
　今年の夏、お子さんと一緒
にぜひ取り組んでください。
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

市n
（環境家計簿）

市n
（省エネチャレンジ

シート）

「家庭の省エネハンドブック」では、さまざまな省エネ対策を紹介しています。「家庭の省エネハンドブック」では、さまざまな省エネ対策を紹介しています。

「
家
庭
の
省
エ
ネ

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
２
０
２
４
」

（
東
京
都
発
行
）表
紙

「
ク
ー
ル
・
ネ
ッ
ト
」

東
京
n

家庭の節電メニュー例

エアコンのフィルターをこまエアコンのフィルターをこま
めに掃除する（月 ２回程度）。めに掃除する（月 ２回程度）。

冷蔵庫を開けている冷蔵庫を開けている
時間を短くする時間を短くする

支給額　＝　①　＋　②

①
（３万円×減税対象人数※１）
定額減税可能額

令和６年分
推計所得税額※２

〈所得税〉

②
（１万円×減税対象人数※１）
定額減税可能額

令和６年度
住民税額（所得割）

〈住民税〉

①所得税の定額減税可能額－令和６年分推計所得税額※２ （①＜０の場合は０）
②住民税の定額減税可能額－令和６年度住民税額（所得割） （②＜０の場合は０）

定額減税しきれないと見込まれる額…①＋②の合計額（１万円単位で切り上げる）支給額

※１　減税対象人数＝納税者本人＋控除対象配偶者＋扶養親族（16歳未満の扶養親族を含む）の数
なお、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外住居者は対象外です。

※２　令和５年所得等を基にした推計額
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８ 月 の 無 料 相 談８ 月 の 無 料 相 談
相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 9 日㈮ 午後 ２時～ ４
時

東久留米建築
設計協会会員

市役所 １階屋
内ひろば

施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜～
土曜日

午前１０時～
午後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜～
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８9０9

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半～

午後 ５時
母子・父子
自立支援員

市役所 ２階
児童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

知的障害者
相談 ８ 月は実施しません（次回は 9月１１日㈬実施予定）

障害福祉課
☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１

心身障害者
（児）相談 平日

午前 9時～
午後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー 直接会場で

住宅増改築
相談 ８ 月は実施しません（次回は 9月１２日㈭実施予定） 産業政策課

☎０４２・４７０・７７４３

消費者相談 平日
午前１０時～
正午、午後 １
時～ ４時

消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 ８ 月は実施しません（次回は 9月１１日㈬実施予定） 生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 9時～

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

７ 日㈬

午前１０時から 弁護士
７月２５日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

１４日㈬
２１日㈬

８月１５日㈭
２８日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

７ 日㈬
午後 １時から 司法書士 ７月２３日㈫

表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士 ７月２３日㈫

相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

１４日㈬
午後 １時から

行政書士 ８月 ８日㈭

税務相談（ ５人）
２１日㈬

税理士 ８月１３日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護委
員 ８月１５日㈭

不動産取引相談
（ ５人） １ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 ７月２５日㈭

交通事故相談（ ５人）

２８日㈬

弁護士

８月２２日㈭年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

５ 日㈪

午前１０時半～
午後 ４時半

女性カウン
セラー

７月２４日㈬
各予約開始日の午
前 9時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７２・００６１

８ 日㈭
１9日㈪

８月 ７日㈬
２６日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） ２ 日㈮ 午前 9時半～

午後 ０時半 女性弁護士 ７月１9日㈮

経営相談 平日 午前１０時半～
午後 ４時半

市商工会
経営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７

市

民

生

活

7月31日㈬納期限7月31日㈬納期限
納期内納付にご協力くださいl納税課☎︎042・470・7729

固定資産税・都市計画税 第２期

国民健康保険税 第１期

後期高齢者医療保険料 第１期

介護保険料 第１期

後
期
高
齢
者
医
療
制
度�

減
額
認
定
証
と
限
度
額

認
定
証
の
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
限
度
額
適
用

・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
減
額
認
定
証
）と
限
度
額
適
用

認
定
証（
限
度
額
認
定
証
）の
有

効
期
限
は
、
７
月
３１
日
㈬
で
す
。

８
月
１
日
㈭
以
降
も
引
き
続
き

対
象
と
な
る
方
に
は
、
い
ず
れ

も
７
月
末
ま
で
に
新
し
い
認
定

証（
有
効
期
限
７
年
７
月
３１
日

ま
で
）を
送
付
し
ま
す
。
現
在

お
使
い
の
認
定
証
は
、
８
月
１

日
㈭
以
降
、
個
人
情
報
に
留
意

の
上
、
ご
自
身
で
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

　
こ
れ
ら
の
認
定
証
を
医
療
機

関
の
窓
口
に
提
示
す
る
と
、
保

険
適
用
の
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
減

額
認
定
証
に
つ
い
て
は
、
入
院

時
の
食
費
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

◎
引
き
続
き
交
付
対
象
と
な
る

方▼
減
額
認
定
証
＝
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
１
割
負
担
の
被
保

険
者
で
、
世
帯
全
員
の
６
年
度

の
住
民
税（
市
・
都
民
税
）が
非

課
税
と
な
る
方
▼
限
度
額
認
定

証
＝
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

３
割
負
担
の
被
保
険
者
で
、
世

帯
全
員
の
６
年
度
の
住
民
税

（
市
・
都
民
税
）課
税
所
得
が
６

９
０
万
円
未
満
の
方

　
ま
た
、
対
象
者
で
現
在
未
発

行
の
方
は
、
申
請
に
よ
り
そ
の

月
の
初
日
か
ら
有
効
の
認
定
証

が
発
行
で
き
ま
す
。
希
望
す
る

方
は
、
被
保
険
者
証
・
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
書
類
・
本
人
確
認

書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）を
持

参
し
、
保
険
年
金
課
高
齢
者
医

療
係（
市
役
所
１
階
）へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
代
理
の
方
が
申

請
す
る
場
合
は
、
別
途
確
認
書

類
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

同
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
６
年
１２
月
２
日
か
ら

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
保
険

証
が
一
体
化
さ
れ
、
同
日
か
ら

減
額
認
定
証
お
よ
び
限
度
額
認

定
証
の
新
規
交
付
は
終
了
と
な

り
ま
す
。
６
年
１２
月
１
日
ま
で

に
交
付
さ
れ
た
も
の
は
、
住
所

や
適
用
区
分
な
ど
に
変
更
が
な

け
れ
ば
、
記
載
さ
れ
て
い
る
有

効
期
限
ま
で（
７
年
７
月
３１
日

ま
で
）使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
長
期
入
院
該
当
の
認
定

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
、

過
去
１２
カ
月
の
入
院
日
数
が
9０

日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
入
院

時
の
食
費
が
さ
ら
に
減
額
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
別
途
書

類
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、

同
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
８

４
６国

民
健
康
保
険�

高
額
療
養
費
制
度

　
国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、

１
カ
月
に
保
険
医
療
機
関
な
ど

で
か
か
っ
た
医
療
費（
保
険
診

療
分
）が
高
額
と
な
り
、
ご
自

身
の
月
額
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え
た
額

が
高
額
療
養
費
と
し
て
払
い
戻

さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関
か
ら
市

へ
の
請
求
に
基
づ
き
、
毎
月
計

算
を
行
い
、
該
当
の
方
に
は
、

医
療
機
関
を
受
診
し
た
日
か
ら

約
３
カ
月
半
以
降
に
高
額
療
養

費
支
給
の
お
知
ら
せ
と
申
請
書

を
郵
送
し
ま
す
。

k
必
要
事
項
を
記
入
し
た
申
請

書
・
被
保
険
者
証
・
世
帯
主
お

よ
び
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
な
ど
）・
領
収
書（
医
療
費

の
支
払
い
確
認
用
）を
持
参
し

て
、
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保

険
係（
市
役
所
１
階
）で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
一
度
申
請
書
で

申
請
し
た
方
は
そ
れ
以
降
の
手

続
き
を
省
略
し
、
市
か
ら
自
動

的
に
振
り
込
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
希
望
す
る
場
合
は
、
申
請

時
に
お
伝
え
く
だ
さ
い

◎
急
な
病
気
で
病
院
に
か
か
っ

た
と
き
は

　
出
先
で
急
に
具
合
が
悪
く
な

る
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情

で
保
険
医
療
機
関
の
窓
口
に
被

保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
医
療
を

受
け
た
時
や
、
医
師
の
指
示
で

コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
治
療
用
装

具
を
作
っ
た
時
は
、
世
帯
主
か

ら
の
申
請
に
よ
っ
て
、
後
か
ら

保
険
給
付
の
払
い
戻
し
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
詳
細
は
同
係
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
３

国
民
健
康
保
険�

限
度
額
適
用
認
定
証
等

に
つ
い
て

　「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を
保

険
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、

高
額
な
保
険
診
療
に
お
け
る
支

払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
非
課
税

世
帯
で「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」を
お
持

ち
の
方
は
入
院
時
の
食
事
代
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
限

度
額
適
用
認
定
証
等
と
し
て
の

利
用

　
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
際

に
、
保
険
証
と
し
て
利
用
登
録

し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

提
示
す
る
こ
と
で
、
限
度
額
適

用
認
定
証
等
が
な
く
て
も
、
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
非
課
税
世
帯
の

方
で
、
長
期
入
院
に
該
当
す
る

場
合（
直
近
１２
カ
月
間
の
入
院

日
数
が
9０
日
を
超
え
る
場
合
）

は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
限
度
額
認
定
証
等
が
必
要
な

方
は
、
被
保
険
者
証
・
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）・
本
人
確

認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）・

入
院
期
間
の
わ
か
る
領
収
書
等

を
持
参
の
上
、
保
険
年
金
課
国

保
年
金
資
格
係
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い（
郵
送
で
の
手
続
き
も

可
）。

　
※
こ
れ
ら
の「
認
定
証
」は
、

前
年
の
収
入
状
況
に
よ
っ
て
変

更
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年

８
月
１
日
を
基
準
に
限
度
額
を

判
定
し
て
い
ま
す
。
現
在
お
持

ち
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７

月
３１
日
㈬
で
す
。

　
※
申
請
月
の
初
日
か
ら
認
定

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

継
続
し
て
認
定
証
を
必
要
と
す

る
方
は
８
月
３０
日
㈮
ま
で
に
手

こ
ど
も

と
教
育

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト�

・
セ
ン
タ
ー
会
員
募
集

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
は
、
お
子
さ
ん
を
預

け
た
い
人
、
協
力
し
た
い
人
か

ら
な
る
有
償
の
相
互
援
助
活
動

で
す
。
利
用
し
た
い
人
、
協
力

し
た
い
人
と
も
に
、
ま
ず
は
事

業
説
明
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

a
８
月
６
日

㈫
午
前
１０
時

～
１１
時

b
わ
く
わ
く

健
康
プ
ラ
ザ

２
階
社
協
会
議
室

f
先
着
１０
人（
事
前
予
約
制
）

h
事
前
送
付
資
料
、
入
会
希
望

者（
保
護
者
）の
顔
写
真
、
本
人

確
認
書
類（
健
康
保
険
証
、
運

転
免
許
証
な
ど
）

j
登
録
後
、
会
員
同
士
の
顔
合

わ
せ
、
サ
ポ
ー
ト
会
員
は
講
習

会（
７
年
６
月
予
定
）の
受
講
が

必
要

k
開
催
１
週
間
前
ま
で
に
電
話

で
同
セ
ン
タ
ー
へ

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５

・
３
２
９
４

�
（
４
面
へ
続
く
） 市社協n

続
き
す
る
と
、
８
月
１
日
か
ら

適
用
の
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

　
※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納

し
て
い
る
場
合
は
、
認
定
証
の

交
付
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
２
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（
３
面
か
ら
続
く
）

か
け
こ
み
ハ
ウ
ス

　
市
で
は
、
各
中
学
校
地
区
か

け
こ
み
ハ
ウ
ス
実
施
委
員
会

（
構
成
員
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
学
校
、

自
治
会
、
商
店
会
、
地
区
青
少

年
健
全
育
成
協
議
会
な
ど
）と

協
力
し
て
、
こ
ど
も
が
身
の
危

険
を
感
じ
た
と
き
に
一
時
的
に

避
難
で
き
る
協
力
家
庭
な
ど
を
、

「
か
け
こ
み
ハ
ウ
ス
」と
し
て
登

録
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
市
内
全
域
に
約
１
５

５
０
件
の
登
録
が
あ
り
、
目
印

と
し
て
玄
関
な
ど
に
黄
色
い
ス

テ
ッ
カ
ー
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

◎「
か
け
こ
み
ハ
ウ
ス
」に
ご
協

力
を

　
地
域
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
・

ご
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
ど

も
た
ち
を
犯
罪
の
危
険
か
ら
守

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
協
力
家

庭
の
募
集
は
随
時
行
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
こ
ど
も
た
ち
を
地

域
で
守
る「
か
け
こ
み
ハ
ウ
ス
」

へ
の
ご
理
解
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

愛
の
ひ
と
声
運
動 

夏
の
強
調
期
間

　
「
愛
の
ひ
と
声
運
動
」と
は
、

良
い
こ
と
を
し
て
い
る
青
少
年

に
は
励
ま
し
の
言
葉
を
、
良
く

な
い
こ
と
や
危
な
い
こ
と
を
し

て
い
る
青
少
年
に
は
注
意
の
ひ

と
声
を
か
け
る
も
の
で
す
。
こ

れ
に
よ
り
正
し
い
日
常
生
活
の

ル
ー
ル
を
啓
発
し
、
自
己
と
他

人
を
尊
ぶ
心
を
高
め
、
青
少
年

を
非
行
と
事
故
か
ら
守
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
各
中

学
校
地
区
青
少
年
健
全
育
成
協

議
会
を
は
じ
め
、
関
係
２６
団
体

で
実
施
委
員
会
を
組
織
し
、
市

民
ぐ
る
み
の
運
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
７
月
２１
日
～
８
月
３１
日

は
夏
の
強
調
期
間
と
し
て
、
各

中
学
校
地
区
単
位
実
行
委
員
会

が
、
街
頭
パ
ト
ロ
ー
ル
や
啓
発

用
ポ
ス
タ
ー
の
設
置
な
ど
を
行

い
ま
す
。
こ
の
運
動
は
地
域
の

皆
さ
ん
の
参
加
・
協
力
が
あ
っ

て
、
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
、

青
少
年
へ
の
励
ま
し
や
ね
ぎ
ら

い
の
言
葉
、
時
に
は
注
意
の
言

葉
な
ど
、
愛
の
ひ
と
声
を
お
願

い
し
ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

高
齢
者

・
福
祉

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー 

「
就
労
移
行
支
援
事
業
」 

利
用
者
募
集

利
用
期
間
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
訓
練
等
給
付
の
支
給
期
間

c
就
労
に
向
け
た
訓
練
お
よ
び

支
援

e
原
則
１８
歳
以
上
の
知
的
障
害

の
あ
る
方
で
、
企
業
な
ど
で
の

就
労
を
希
望
し
、
採
用
が
見
込

ま
れ
る
方（
訓
練
等
給
付
の
支

給
決
定
を
受
け
た
方
）

f
若
干
名

k
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ

相
談
を（
障
害
者
総
合
支
援
法

に
基
づ
く
手
続
き
が
必
要
）

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
７

・
２
７
１
１（
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）

地
域
の「
つ
な
が
り
づ
く

り
」に
つ
い
て
、
一
緒
に 

考
え
ま
せ
ん
か
？

　
「
東
久
留
米
市
地
域
福
祉
計

画（
第
３
次
改
定
）」の
計
画
期

間
が
６
年
度
末
を
も
っ
て
終
了

す
る
こ
と
か
ら
、「
東
久
留
米
市

地
域
福
祉
計
画（
第
４
次
改

定
）」（
以
下「
本
計
画
」）を
新
た

に
策
定
し
ま
す
。
５
年
度
に
実

施
し
た
地
域
福
祉
に
関
す
る
市

民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
地

域
の
つ
な
が
り
の
必
要
性
を
感

じ
る
市
民
が
７
割
を
超
え
、
ま

た
、
福
祉
関
係
者
に
実
施
し
た

地
域
福
祉
に
関
す
る
調
査
に
お

い
て
も
、
地
域
の
つ
な
が
り
の

必
要
性
や
重
要
性
を
訴
え
る
声

が
多
く
あ
が
り
ま
し
た
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
も
、
本
計
画
に

お
い
て
は
、
地
域
の
つ
な
が
り

を
い
か
に
作
っ
て
い
く
か
が
重

要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
ま
す
。

地
域
の「
つ
な
が
り
づ
く
り
」に

つ
い
て
、
み
ん
な
で
考
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
ご
参
加
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

a
８
月
３
日
㈯
午
後
２
時
か
ら

（
１
時
４０
分
開
場
予
定
）

b
市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室

c
①
基
調
講
演「
地
域
福
祉
と

は
」②
ミ
ニ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
地
域
の
つ
な
が
り
づ
く
り
に

つ
い
て
」

e
市
民
の
方

f
３０
～
４０
人
程
度

d
北
川
進
氏（
日
本
社
会
事
業

大
学
大
学
院
講
師
）

g
無
料

k
開
催
日
の
４
日
前
ま
で
に
申

し
込
み
フ
ォ
ー
ム
、
電
話
ま
た

は
直
接
福
祉
総
務
課
福
祉
政
策

係（
市
役
所
１
階
）へ

l
福
祉
総
務
課
福
祉
政
策
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
９申し込みフォーム

難
病
医
療
費
な
ど
の
助

成
制
度

　

申
請
に
必
要
な
書
類
は
障
害

福
祉
課（
市
役
所
１
階
）に
あ
り

ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
難
病
医
療
費
助
成
制
度

　

国
ま
た
は
都
が
指
定
し
た

「
指
定
難
病
」に
該
当
す
る
方
の

医
療
費
を
一
部
助
成
す
る
制
度

で
す
。
患
者
の
方
の
医
療
費
負

担
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、

医
療
費
助
成
を
通
じ
て
患
者
の

方
の
病
状
や
治
療
状
況
を
把
握

し
、
治
療
研
究
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

e
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
し
た

３
４
１
疾
病（
指
定
難
病
）ま
た

は
都
が
指
定
し
た
８
疾
病
に
罹

患
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
方

で
、
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

　
①
指
定
難
病
に
係
る
病
状
が

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
程
度

で
あ
る
こ
と

　
②
①
に
該
当
し
な
い
が
、
医

療
費
総
額
が
３
万
３
３
３
１
円

を
超
え
た
月
が
、
申
請
月
以
前

の
１２
カ
月
以
内
に
３
カ
月
以
上

あ
っ
た
方

◎
Ｂ
型
・
Ｃ
型
ウ
ィ
ル
ス
肝
炎

の
医
療
費
助
成
制
度

　
Ｂ
型
・
Ｃ
型
ウ
ィ
ル
ス
肝
炎

で
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
等

の
抗
ウ
ィ
ル
ス
治
療
を
さ
れ
る

方
へ
、
治
療
に
か
か
る
医
療
費

の
一
部
ま
た
は
全
部
を
助
成
す

る
制
度
で
す
。

e
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か

の
治
療
を
要
す
る
と
診
断
さ
れ

た
方

▼
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
の
イ
ン
タ

ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療

▼
Ｂ
型
肝
炎
の
核
酸
ア
ナ
ロ
グ

製
剤
治
療（
経
口
剤
）

▼
Ｃ
型
肝
炎
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ロ
ン
フ
リ
ー
治
療（
経
口
剤
）

◎
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
医
療

費
助
成
制
度

　
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス

に
よ
る
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変

の
医
療
費
の
一
部
、
ま
た
は
全

額
が
助
成
さ
れ
る
制
度
で
す
。

支
給
条
件
の
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
都
医
療
券（
人
工
透
析
に
係

る
医
療
費
助
成
）の
更
新
手
続

き
に
つ
い
て

　
同
医
療
券
を
お
持
ち
の
方
で
、

引
き
続
き
医
療
費
助
成
を
希
望

す
る
場
合
は
、
更
新
手
続
き
が

必
要
で
す
。
更
新
に
必
要
な
書

類
な
ど
は
都
か
ら
直
接
郵
送
さ

れ
ま
す
。
手
続
き
は
市
障
害
福

祉
課
が
窓
口
と
な
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
手
続
き
を
お
済
ま
せ
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
て

し
ま
う
と
、
医
療
費
助
成
が
受

け
ら
れ
る
の
は
、
改
め
て
手
続

き
し
た
日
か
ら
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

l
都
保
健
医
療
局
疾
病
対
策
課

☎
０３
・
５
３
２
０
・
４
０
０
４
、

ま
た
は
市
障
害
福
祉
課
地
域
支

援
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
４

７

　納め忘れがなく便利な口座振替
をご利用いただき、納期内納付に
ご協力お願いいたします。
a当初納税通知書発送時（ 7月）〜
１２月２5日c新たに国民健康保険税
の口座振替をお申し込みいただい
た方の中から抽選で5００人に東久
留米市産ジャムセットをプレゼン
トしますe▼令和 ６年度の国民健
康保険税の賦課がある納税義務者
▼他税目(料)も含めキャンペーン
終了時点(１２月２5日)で滞納がない
方▼抽選時点で口座振替実績のあ
る方j当選者の発表は発送をもっ
て代えさせていただきますk不要
(自動エントリー)l納税課管理係
☎０４２・４7０・77２９またはm（nozei�
@city.higashikurume.lg.jp）

口座振替推進キャンペーン口座振替推進キャンペーン

国民健康保険税 市
n

子ども医療費助成（乳・子・青医療証）
現況届について

　市より 7月上旬に現況届を発送しましたので、届いた方は提出
が必要です。現況届が未提出の場合、１０月以降の医療証の交付が
受けられなくなります。
e現在乳・子・青医療証があり、 ６年 １月 ２日以降に転入された
等で所得状況等が確認できない方
　※�資格継続の方は、有効
期間が１０月 １ 日㈫から
の医療証を ９月下旬に
送付します。

義務教育就学児医療費助成（子医療証）
　所得制限撤廃に伴う申請受付について

　１０月より子医療証の所得制限を無くし、市内在住の全ての小・
中学生相当の児童が医療費助成の対象となります（既に医療証を
お持ちの方は、再申請の必要はありません）。こ
れまで所得超過などにより受給していない方のう
ち、他の医療証や医療券を持っていない方は、申
請いただければ取得できます。
　対象者には ６月下旬に申請書を送付しています
ので、お早めに返送して
ください
l児童青少年課助成支援
係☎０４２・４7０・77３６

市n

6．7．15 4

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

高齢者・福祉こどもと教育



お
知
ら
せ

社
会
保
険
労
務
士
に
よ

る
無
料
相
談
会

a
７
月
２４
日
㈬
午
後
１
時
半
～

４
時

b
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

c
年
金
、
社
会
保
険（
健
康
保

険
、
雇
用
保
険
、
介
護
保
険
）、

労
働
問
題（
賃
金
未
払
い
、
解

雇
）な
ど
の
相
談

g
無
料

k
直
接
会
場
で

l
生
活
文
化
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
３
８

６
年
度
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
資
格
認
定

共
通
試
験（
案
内
）

a
１０
月
６
日
㈰
午
前
１０
時
～
正

午b
青
山
学
院
大
学
・
青
山
キ
ャ

ン
パ
ス
９
号
館（
渋
谷
区
渋
谷

４

−

４

−

２５
）

k
左
表
の
通
り

l
施
設
建
設
課
下
水
道
施
設
担

当
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
９

東
久
留
米
市
農
業
振
興

計
画
策
定
委
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n
（７月15日

公開）

　
市
で
は
、
農
業
の
進
む
べ
き

方
向
の
指
針
と
な
る
令
和
８
年

度
以
降
１０
カ
年
の「
東
久
留
米

市
農
業
振
興
計
画
」を
策
定
し

ま
す
。
計
画
策
定
に
当
た
り
、

農
業
関
連
団
体
な
ど
の
委
員
に

加
え
て
、
市
民
委
員
を
募
集
し

ま
す
。
都
市
農
業
に
関
心
の
あ

る
方
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

任
期
な
ど
お
お
む
ね
６
年
１０
月

～
８
年
３
月（
謝
金
あ
り
）

会
議
時
間
平
日
開
庁
時
間
内

応
募
資
格
市
内
在
住
で
１８
歳
以

上
の
方

募
集
人
数
１
人

k
８
月
５
日
㈪
ま
で
に（
消
印

有
効
）、
応
募
の
動
機
を
４
０

０
字
程
度
に
ま
と
め
、「
農
業
振

興
計
画
策
定
委
員
応
募
」と
明

お知らせ

会 員 募 集
◆メダカの会＝a月 ４回。火曜・金
曜・土曜日午前 9時～午後 ５時他b
滝山地区センターg入会金２,０００円
他j健康麻雀、カラオケ、カントリ
ーダンス。みんなで楽しく。見学し
ませんかl竹本☎０9０・５４97・7１２6
◆ウクレレアイランド＝a月 ２回。
第 １・第 ３火曜日午後 １時～ ３時b
生涯学習センター他g会費月４,０００
円j年齢制限なし。様々なジャンル
の曲を弾いて楽しんでいますl湯浅
☎０9０・３２２6・５８7０
◆アリアンテ　ダンスクラブ＝a毎
週土曜日（日曜日の振替、別クラス
もあり）午前 9 時２０分～１０時１０分b
スポーツセンターg会費月４,１００円
j幼児～小学生大募集！初心者でも
大丈夫！HIPHOPダンスを楽しんで
ますl宮澤☎０9０・４7４１・４４２２
◆フラダンス・プアケニケニ＝a毎
週木曜日午後 6時半～ ８時b中央町
地区センターg会費月7,０００円他j
中高齢者、初心者歓迎。無料体験あ

り。フラを踊ってみませんかl宮永
☎０9０・２２４１・9３7５
◆多摩野鳥写真クラブ＝a月 １回。
第 １土曜日午後 ５時～ 6時半b生涯
学習センター他g会費月１,２００円j
野鳥写真愛好者で写真技術の向上と
野鳥情報交換及び親睦を図るl高橋
☎０9０・３０４０・５１9５

催 し
◆第29回夕涼み会（夕涼み会実行委
員会）＝a ８ 月 ３ 日㈯午後 ５ 時～ ８
時b東京学芸大学附属特別支援学校
校庭第 １グラウンドg無料j夏だ！
祭りだ！出店多数。花火は午後 7時
半から打ち上げ予定l堀野☎０9０・
9８３１・５４１１
◆婚活in東久留米～湧水の街で素敵
な出会いを～（東久留米青年会議所）
＝a ８ 月１7日㈯午後 ５時～ 9時b久
米川ボウルg参加費6,０００円（プレイ
代懇親会費含む）j２０歳～４０歳。詳
しくは、東久留米青年会議所nをご
覧くださいl工藤☎０８０・669０・
9１０３

市民 伝言板

行政情報アプリ「マチイロ」でも
「広報ひがしくるめ」を

ご覧になれます
　スマートフォンなどで同アプリを取得
して「お住まいの地域」で「東京都東久留
米市」を登録の上、ご利用ください。
i通信料は利用者の負担になります
l秘書広報課広報係☎０４２・４7０・77０８

マチイロ

記
し
、
住
所
・
氏
名
・（
ふ
り

が
な
）・
年
齢
・
電
話
番
号
・

m
ア
ド
レ
ス（
お
持
ち
の
方
）を

記
入
の
上
、
郵
送（
〒
２０３

−

８

５
５
５
、
市
役
所
産
業
政
策
課

農
政
係
宛
て
）ま
た
は
m（san�

gyoseisaku@
city.higashi�

kurum
e.lg.jp

）で
送
信
を
。

選
考
結
果
は
９
月
上
旬
に
通
知

し
ま
す
。
応
募
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん

l
産
業
政
策
課
農
政
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
４
３

第
９
期
東
久
留
米
市
介

護
保
険
運
営
協
議
会 

委
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n
（７月15日

公開）

任
期
な
ど
１０
月
１
日
～
９
年
９

月
３０
日
の
３
年
間
。
協
議
会
の

開
催
を
年
間
４
回
程
度（
平
日

夜
間
・
１
時
間
半
程
度
）

c
市
の
介
護
保
険
の
適
正
な
運

営
を
確
保
す
る
た
め
の
機
関
で

す応
募
資
格
市
内
在
住
の
介
護
保

険
被
保
険
者（
４０
歳
以
上
）の
方

で
他
の
市
の
付
属
機
関
の
委
員

に
な
っ
て
い
な
い
方

募
集
人
数
４
人

報
酬
な
ど
の
有
無
有

応
募
書
類
▼
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
職
業
・
電
話
番
号
、
簡
単

な
自
己
紹
介
を
記
載
し
た
書
類

▼「
高
齢
者
が
い
き
い
き
と
暮

ら
せ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
に

必
要
な
こ
と
」を
テ
ー
マ
に
し

た
１
０
０
０
字
程
度
の
作
文
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生活困窮者自立相談支援事業を生活困窮者自立相談支援事業を
ご利用くださいご利用ください

l福祉総務課☎０４２・４7０・77４9

　生活や仕事探し、家賃の支払いなどでお困りの方、お子さんの
学習面で不安がある方が相談できる事業です。ご相談いただく場
合には、待ち時間緩和の観点から、可能な限り事前に電話で来庁
日などを相談員にお知らせください。
a開庁日の午前 9時～午後 ４時（正午～午後 １時を除く）

■自立相談支援
　相談の中で生活状況などをお聞きし、課題を整理し、自立に向
けた支援内容（プラン）を支援員が一緒に考えます。また、必要に
応じて、関係機関への照会または同行支援を行います。

■住居確保給付金の支給
　離職などにより収入が減少し、資産状況や求職活動などの要件
を満たす方に対し、市から直接、不動産事業者などに家賃相当額
（上限あり）を支払います。
　※�一定の要件を満たす場合は、 ３
カ月ごとに ２回まで延長するこ
とができ、最長で 9カ月間とな
ります。なお、再支給の要件を
満たせば、再度申請が可能とな
る場合があります（原則 1 人 1
回限り）。

■子どもの学習支援事業
　市内在住の中学生を対象に「経済的事情などにより学習の機会
が少ない、学習の不安を相談できる場所がほしい」といった方に
対して、学習支援を行っています。

表　排水設備工事責任技術者資格認定共通試験申し込み方法
オンライン申込 郵送申込

掲出・配布場所 下水道局n
７月２６日㈮まで施設建
設課下水道施設担当窓口
⑦（市役所５階）にて配布

受験手数料
６，１４０円
（受験料６，０００円、
郵送料１４０円）

６，２２４円
（受験料６，０００円、郵送料
２２４円）

申込方法 申請サイトで申込 簡易書留により郵送

申込受付期間 ７月２６日㈮まで ７月２６日㈮まで
（当日消印有効）
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